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１．企業紹介

２．消費者安全への取り組みと「製造物責任法の意義」

３．当社からみた「製造物責任法の課題」
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１．企業紹介
（１）アイリスグループの事業領域
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１．企業紹介

（２）消費者志向経営
①自主宣言
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１．企業紹介

（２）消費者志向経営
②企業理念と経営方針

【企業理念】
1.会社の目的は永遠に存続すること。
いかなる時代環境においても利益の出せる仕組みを確立すること

2.健全な成長を続けることにより社会貢献し利益の還元と循環を図る

3.働く社員にとって良い会社を目指し、会社がよくなると社員が良くなり、
社員が良くなると会社が良くなる仕組みづくり

4.顧客の創造なくして企業の発展はない。
生活提案型企業として市場を創造する。

5.常に高い志を持ち、常に未完成であることを認識し、革新成長する生命力に満ちた組織体をつくる

【経営方針】

１．顧客第一
２．相互信頼
３．相互援助

４．相互活用

５．品質は命
６．技術は宝
７．納期は力
８．価格は繁栄
９．変化はチャンス
１０．整理整頓
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１．企業紹介

（３）「ジャパンソリューション」・・・日本の社会課題を解決する

１）東日本大震災
①企業活動の再開を最優先
～本業（生活用品）を通じて復旧支援

②電力不足による省エネニーズへの対応
～ＬＥＤ照明事業の拡大

③東北の復興支援
～農業支援と雇用創出
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１．企業紹介

（３）「ジャパンソリューション」・・・日本の社会課題を解決する

２）コロナ禍
①感染拡大防止に向けて
～マスクの増産（自社中国工場＋日本国内設備投資）

②ｗｉｔｈ／ａｆｔｅｒ コロナに向けて

非接触型体温計 ウイルス除菌型空気清浄機 店舗配膳型ロボット
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１．企業紹介

（３）「ジャパンソリューション」・・・日本の社会課題を解決する

３）米不足
①政府備蓄米の販売

②流通目詰まりの解消

7



２．消費者安全への取り組みと「製造物責任法の意義」

（１）消費者安全への取り組み（事前対策）
１）シュレッダによる幼児の指切断事故

①事故の概要
事故発生日 ： 2006年3月10日
被害者 ： ２歳の女児

被害の程度 ： 指を切断

対象商品 ： オフィス用ペーパーシュレッダ

事故発生場所  ： 自宅事務所

目撃者 ： なし

事故発生状況 ： 転んだ際に誤ってシュレッダ細断口

に手を入れてしまった（ご両親が本人から聞き取り ）
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（１）消費者安全への取り組み（事前対策）
１）シュレッダによる幼児の指切断事故

②事故への社会からの評価

9
（2006年8月24日 日本経済新聞 東北朝刊 社会面）



（１）消費者安全への取り組み（事前対策）
１）シュレッダによる幼児の指切断事故

③誤使用防止設計へ

【業界団体による安全ガイドライン策定】 【当社独自の安全設計】

【第一段階】
紙投入口を狭くする。

【第二段階】
緊急停止スイッチ追加する。
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（１）消費者安全への取り組み（事前対策）
２）誤使用防止設計へのシフト

①容易に想定される誤使用を設計で回避
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（１）消費者安全への取り組み（事前対策）
２）誤使用防止設計へのシフト

②新商品発売前に誤使用を想定した実使用評価
実使用評価 「いじわる試験」
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２．消費者安全への取り組みと「製造物責任法の意義」

（２）消費者安全への取り組み（事後対応）
ICジャーナルによる全社の情報共有

～社長含む全社員が情報を毎日共有する仕組み
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２．消費者安全への取り組みと「製造物責任法の意義」

（２）消費者安全への取り組み（事後対応）

①お客様相談室と品質部門との連携（PL対応実務者会議）

②製品リスク管理委員会（再発防止対策を講じる会議）

③プレゼ会議（リスク案件のトップマネジメントへの報告）

④全社リスク委員会（社長主催のリスク対策会議）

エスカレーション
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２．消費者安全への取り組みと「製造物責任法の意義」

（３）当社の消費者安全への取り組みに対する評価
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２．消費者安全への取り組みと「製造物責任法の意義」

（４）当社にとっての製造物責任法の意義

①適切な消費者対応のための指針

②安全なものづくりのための抑止力

③企業内に安全文化を醸成するための拠りどころ
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３．当社からみた「製造物責任法の課題」

（１）消費者対応の難しさ

１）損害と製品との因果関係の証明
①お客様の誤使用

②長期使用

③中古品、修理品

④共同使用（業務用など）

２）ＳＮＳへの拡散
①損害の写真

②応対者の個人情報
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３．当社からみた「製造物責任法の課題」

（２）越境商品への対応
越境商品の電気用品安全法違反事例

越境商品の電安法違反事例
⇓

消費者への製造物責任を果たしていない海外事業者の存在

19



３．当社からみた「製造物責任法の課題」

（３）各国による法規制の違い 経済産業省
「消費生活用製品安全等の一部を改正する法律の概要」

（令和 6 年 10 月）より
玩具の安全規制の事例

玩具の各国安全規制の違い
⇓

製造物責任法の各国規制の違いによる日本の消費者安全
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３．当社からみた「製造物責任法の課題」

（４）消費者救済における法令と現場とのギャップ

１）因果関係の証明責任と消費者保護

２）「十年時効」と実際の損害賠償

３）法的義務の有無に関わらず補償を検討
①顧客満足度向上

②ブランド価値の維持・向上
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３．当社からみた「製造物責任法の課題」

（５）将来に向けた法令の適用範囲
～「もの」「サービス」「ソフトウエア」の境目

①サービス

②ソフトウエア

③生成ＡＩ

④フィジカルＡＩ
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４．課題意識の観点

（１）消費者保護

（２）消費者の適正な商品選択
（製造物責任コストを負担しない一部の海外事業者）

製造物責任法がその観点に沿った法令であることを望みます
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ご清聴ありがとうございました。
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